
○　部分休業の取得者数等 (単位：人 )

１年以下
１年超

２年以下
２年超

３年以下
３年超

４年以下
４年超

５年以下
５年超

93 62 10 2 5 9 5

(100.0%) (66.7%) (10.8%) (2.2%) (5.4%) (9.7%) (5.4%)

613 367 62 27 50 83 24

(100.0%) (59.9%) (10.1%) (4.4%) (8.2%) (13.5%) (3.9%)

1,061 806 93 20 40 44 58

(100.0%) (76.0%) (8.8%) (1.9%) (3.8%) (4.1%) (5.5%)

11,205 7,439 967 376 712 1,134 577

(100.0%) (66.4%) (8.6%) (3.4%) (6.4%) (10.1%) (5.1%)

全国市区町村
（指定都市除く）

男性職員

女性職員

（注）　１　「部分休業取得者数」には、令和５年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６年度から新たに部分休業を取得した者が含まれる。

 　　　　２　「部分休業承認期間」の（　）は、「部分休業取得者数」に占める割合（端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。）である。　

県内市町村
（さいたま市除く）

男性職員

女性職員

表８　部分休業の取得状況（令和６年度　全部門合計）

団体区分 区分
部分休業
取得者数

部分休業承認期間


